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3 バイク、自
じ

転
てん

車
しゃ

を もつ・バイク、自
じ

転
てん

車
しゃ

を 使
つか

う 

バイクや 自
じ

転
てん

車
しゃ

にも いろいろな ルールが あります。 

 

3-1 バイクの とうろく 

バイクを とうろくして ナンバープレート＜バイクに つける ばんごう＞を もらいます。  

 125cc より 大
おお

きい バイクは 陸
りく

運
うん

支
し

局
きょく

（自
じ

動
どう

車
しゃ

検
けん

査
さ

登
とう

録
ろく

事
じ

務
む

所
しょ

）で とうろくします。 

 125cc より 小
ちい

さい バイクは 市
し

役所
やくしょ

か 区
く

役所
やくしょ

で とうろくします。 

 

3-2 自
じ

転
てん

車
しゃ

の防
ぼう

犯
はん

登
とう

録
ろく

制度
せいど

 

自
じ

転
てん

車
しゃ

のために 防
ぼう

犯
はん

登
とう

録
ろく

制
せい

度
ど

が あります。 自
じ

転
てん

車
しゃ

を かった 店
みせ

に 防
ぼう

犯
はん

とうろくを たのんで ください。 

もし とうろくした 自転車
じてんしゃ

が なくなったら、警 察
けいさつ

が その 自転車
じてんしゃ

を 見
み

つけたときに あなたに 連絡
れんらく

します。 

 

3-3 バイクや 自転車
じてんしゃ

を とめる 

(1) 放
ほう

置
ち

禁
きん

止
し

区
く

域
いき

＜バイクや 自
じ

転
てん

車
しゃ

を とめてはいけないところ＞ 

放
ほう

置
ち

禁
きん

止
し

区
く

域
いき

には 自
じ

転
てん

車
しゃ

や バイクを とめてはいけません。 そこに 自
じ

転
てん

車
しゃ

や バイクを とめると ほかの ところへ もっていかれます。 

(2) 自
じ

転
てん

車
しゃ

を かえしてもらうとき 

自
じ

転
てん

車
しゃ

を かえしてもらうときは 自
じ

転
てん

車
しゃ

の かぎと 身
み

分
ぶん

証
しょう

明
めい

書
しょ

＜あなたが 

だれか わかるもの＞が いります。 お金
  かね

も いります。 

 

 

放
ほう

置
ち

禁
きん

止
し

区
く

域
いき

標
ひょう

識
しき

 

 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/n/index.html

